
※施設利用料1割負担・1カ月30日の場合

介護度
部屋
種類

負担限
度額区

分

基本単
価

看護体制
加算Ⅰ

看護体制
加算Ⅱ

夜勤職員
配置加算

Ⅳ

日常生活
継続支援

加算

協力医療
機関連携
加算⑴

口腔衛生管
理加算Ⅱ

科学的介
護推進体
制加算Ⅱ

感染対策
向上加算

Ⅰ
部屋代 食事代

自己負担
額(30日)

第1段階 880 300 61,267

第2段階 880 390 63,967

第3段階① 1,370 650 86,467

第3段階② 1,370 1,360 107,767

第4段階 2,066 1,445 131,197

第1段階 880 300 63,661

第2段階 880 390 66,361

第3段階① 1,370 650 88,861

第3段階② 1,370 1,360 110,161

第4段階 2,066 1,445 133,591

第1段階 880 300 66,226

第2段階 880 390 68,926

第3段階① 1,370 650 91,426

第3段階② 1,370 1,360 112,726

第4段階 2,066 1,445 136,156

第1段階 880 300 68,654

第2段階 880 390 71,354

第3段階① 1,370 650 93,854

第3段階② 1,370 1,360 115,154

第4段階 2,066 1,445 138,584

第1段階 880 300 71,014

第2段階 880 390 73,714

第3段階① 1,370 650 96,214

第3段階② 1,370 1,360 117,514

第4段階 2,066 1,445 140,944

【その他の加算】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

単価 日数
自己負担

額

20 1 20

18 30 540

250 1 250

240 1 240

72 15 1,080

144 27 3,888

680 2 1,360

1,280 1 1,280

１月につき総単位数に14.0％を乗じる

厚生労働省が定める感染症※に感染した場合に適切な感染対策
を行いながらサービス提供を行う場合。※現時点で指定されて
いる感染症はありません。

入居者又はその家族等の同意を得て、
入居者看取り介護を実施した場合

介護職員等の賃金を改善するため
算定しているもの

1,476 病院、診療所へ入院した場合及び自宅への
外泊を認めた場合

減塩食等の対象者

介護職員等処遇改
善加算(Ⅰ)

単位：円  ※概算となります。

希望ユニット型料金表【長期入所】令和７年１１月～

10

10

10

10

10

新興感染症等施設療
養費

1日につき

看取り介護加算

死亡日45日前～31日前

死亡日30日前～4日前

死亡日前日及び前々日

死亡日

療養食加算

46 50 110

1日につき（療養食対象者）

退所時情報提供加算 1回につき

安全対策体制加算 初日のみ

外泊時加算 月6日限度

入居者が医療機関へ退所した場合に、医療機関へ
生活支援上の留意点等の情報提供する場合

246 6

入居者につき、入居初日に限って算定

要介護５ 955 4 8 21 50

初期加算 1日につき 30 30 900

備      考

入居から３０日の期間、
１月以上入院後の再入居も同様

50

要介護４ 886 4 8 21 46 50

要介護３ 815 4 8 21 46

110 50

50 110

46 50 110 50

要介護２ 740 4 8 21 46 50 110 50

要介護１

ユ
ニ
ッ

ト
型
個
室

670 4 8 21


